
訪問看護医療 DX情報活用加算に伴う掲示について 
 

2024年の診療報酬改定に伴い、ライズ訪問看護ステーション（九州厚生局長等に届け出済）
の訪問看護ステーションに勤務する看護師等（准看護師を除く）は、健康保険法第３条第 13
項の規定による「電子資格確認」により利用者様の診療情報を取得したうえで、指定訪問看
護の実施に関する計画的な管理を行うこととなりました。 
これに伴い、訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算させてい
ただきます。 
令和 8 年 6 月 1日より算定 訪問看護医療 DX 情報活用加算 5点（50 円） 
 
【ライズ訪問看護ステーション一覧】 
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛
失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整
備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行な
います。 
ライズ訪問看護師テーション吉塚 〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 2-23-202 
ライズ訪問看護師テーション原  〒814-0022 福岡市早良区原 5 丁目 2-2-302 
ライズ訪問看護ステーション大濠 〒810-0063 福岡市中央区唐人町 3 丁目 2-51 
 
【施設基準】 
１．訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（平成４年厚生省令

第５号）第１条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 
２．健康保険法第３条第 13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 
３．医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報

を取得し、かつ活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見
やすい場所に掲示していること。 

（１）看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情
報を活用して訪問看護等を実施します 

（２）マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX を通じた質の高い医療の提供を実施し
ます 

４．以上の掲示事項について、原則としてウェブサイト（当サイト）にも掲載していること。 
 
今後とも、より質の高い訪問看護サービスの提供と DX 推進の一環として、本加算の運用に
ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 


